
   No.656  2016.8.2940

　日本人である納税者は、約42年にわたり
欧州各国で居住していたものの、日本に入国
し国内で居住していた平成20年から平成23
年までの間は日本の居住者であった。
　納税者が株式を100%保有するA社（デン
マーク法人）は、C社（オランダ法人）との
間でA社の100%子会社であるB社（デン
マーク法人）の株式を譲渡する旨の契約を締
結し、平成20年にB社株式の80%に相当す
る株式を譲渡するとともに残りの20%に相
当する株式を平成22年に譲渡した。
　このとき、デンマークでは株式の譲渡益は
原則非課税とされていたため、A社の租税負
担割合はTH対策税制のトリガー税率25%
（現在は20%未満）を大きく下回ることに
なった（平成20年12月期：2.0%、平成21
年12月期：0%）。
　居住者となった納税者は、平成21年分及
び平成22年分の所得税の確定申告書を提出

したものの、TH対策税制の適用除外規定の
適用がある旨を記載した書面（適用除外記載
書面）を添付していなかった。この申告に対
し税務署は、A社をTH対策税制の適用対象
となる特定外国子会社等に該当すると判断。
TH対策税制を適用したうえでA社に係る課
税対象留保金額に相当する金額を納税者の雑
所得に算入する内容の課税処分を行った（図
表1参照）。
　この処分を不服とする納税者は課税処分の
取り消しを求める訴訟を提起。裁判のなかで
納税者は、A社はTH対策税制の適用除外要
件（①事業基準、②実体基準、③管理支配基
準及び④非関連者基準又は所在地国基準）を
満たすなどと主張し、TH対策税制を適用し
た課税処分の取り消しを求めた。
　これに対し裁判所は、適用除外規定（措置
法40条の4④）について措置法40条の4第
6項では、確定申告書にこれらの規定の適用

　納税者が全株式を保有するデンマーク法人が行った非課税の株式譲渡をめぐり、タック
ス・ヘイブン対策税制（以下「TH対策税制」）を適用し同法人の課税対象留保金額を納税者
の雑所得に算入した課税処分の適法性が問題となった税務訴訟で、納税者が敗訴する判決が
下された（東京地裁平成28年5月13日判決）。裁判所は、納税者が所得税の確定申告をする
際に、TH対策税制に係る適用除外規定の適用がある旨を記載した書面を添付していない点
から同規定は適用されないと判断。また、デンマーク法人の主たる事業を株式の保有である
と認定したうえで、この点からも適用除外規定は適用されないという判断を示した。なお、
本件で敗訴した納税者は控訴している。

収益合計額の約90%が株式保有に係る収益、主たる事業を株式保有と認定

留保金額を雑所得に算入した課税処分は適法

TH対策税制の適用除外規定、
書面添付なければ適用できず
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がある旨を記載した書面（適用除外記載書
面）を添付し、かつ、その適用があることを
明らかにする書類その他の資料を保存してい
る場合に限り適用される旨が規定されている
点を指摘。この点を踏まえ裁判所は、規定の
趣旨や租税法規は原則として文理解釈による
べきことをも併せると確定申告書に適用除外
記載書面を添付していない場合には適用除外
規定は適用されないと解するほかないと指摘
し、納税者の確定申告には同書面の添付がな
かったことから納税者には適用除外規定は適
用されないと判断した。

　また、裁判所は、特定外国子会社等の主た
る事業が株式の保有と認められる場合には適
用除外規定が適用されない点を指摘。A社に
ついて裁判所は、A社の収益合計額に占める
株式の保有に係る収益合計の割合が非常に高
いといえるのに対し使用人は2、3人しかお
らず固定施設も子会社の所在地や使用人の自
宅を利用していた点を踏まえると（図表2参
照）、A社の主たる事業は株式の保有である
と認定。そのうえで裁判所は、この点におい
てもTH対策税制の適用除外規定は適用され
ないと判断した。
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負　債資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

【図2】課税当局が主張した算定方法（裁判所支持）

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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⑤R社から納税者への配当
と判断。納税者が無申告
であったため、更正処分。

③不動産の譲渡による譲渡
益課税として、約29万
ユーロを申告納付。

（出典：政府税制調査会）

【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【図】所得拡大促進税制の概要

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図】事案の概要

【図表1】納税者（居住者）に対しタックス・ヘイブン（TH）対策税制が適用されるまでの経緯（概要）

【図表2】A社（デンマーク法人）の事業活動の内容に関する裁判所の事実認定（主なもの）

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図】中国法人出資持分の譲渡に関する外国税額控除が否認されるまでの経緯

【図2】海外不動産の現物出資による譲渡所得の申告漏れが発覚した調査事例

【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース

■太線は、更正の請求ができる年分
■網掛は、増額更正ができる年分
■白抜は、増額更正ができない年分
■点線は、更正の申出ができる年分

R社※ J社

①フランス国内の
不動産等を譲渡

②売却代金
　（約120万ユーロ）

※　R社は、パナマ国の法律に基づき設立された法人であり、納税者が唯一の株主である。R社の代表者には、納税者の長女が就任している。
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【図1】納税者が主張した算定方法
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納税者（原告）が個人で
所有する事業用土地を
売却。買換特例の適用
を顧問税理士（被告）に
依頼。

納税者（原告）は、新たな顧
問税理士の指導のもと、修
正申告書を提出。過少申告
加算税63万円、延滞税27
万円が発生。

納税者（原告）は、取得
期限までに買換資産を
取得せず。

→修正申告が必要に

顧問税理士
（被告）が修
正申告書の
提出を失念。

公益法人

A社株

B社株

A社株

納税者
（相続人）

税務署

裁判所 顧問税理士（被告）

貸主 借主
（納税者）

店舗管理人

納税者（原告）

相続人（原告）

　国税通則法23条2項1号は、「その申告(中略)に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実」
について、申告者その他の関係者がこれと異なる事実である旨を確認したり、合意をしてその内容がその申告
に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実をもたらすことになったりした場合に、
それだけでは更正の請求をすることはできないが、判決等によりその申告に係る課税標準等または税額等の計
算の基礎となった事実と異なる事実が確定され、判決等に基づく法律関係が構築され、経済、社会生活上も
当該法律関係を前提とすることになる場合には、同項に基づく更正の請求をすることができる旨を定めている。
　同号の文言および趣旨に鑑みれば、「判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確
定したとき」とは、その申告に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とす
る法律関係が判決の主文で確定されたときまたはこれと同視できるような場合をいうものと解するのが相当である。
（下線・編集部）

東京高裁が示した法令解釈（「判決」該当性の判断基準）

国が設定した貸付料は適正
額を大幅に上回るもの。適正額と
の差額の返還を求める訴訟を提起。

❺

❶

貸付金の振替は貸付金の免除
に該当。債務免除は、医療法人
から理事長への「賞与」と認定。
源泉所得税の賦課決定処分等。

顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。

地方税法701条の30（事業所税）
　指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものと
する。
地方税法701条の32（事業所税の納税義務者等）
　事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、
当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
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【図2】納税者（原告会社）が修正申告するまでの主な経緯

取得期限の延
長承認を申
請。税務署が
受理。

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

同日までに買換
資産を取得でき
なかったため、
取得期限の再
延長を申請。

税務署は再延
長を認めず。
平成21年4
月期決算の修
正申告を出す
よう指示。

平成19年4月30日
特定資産売却 当初の取得期限

平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
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【要件①】給与等支給額の総額：基準事業年度から、年度によって
             ２％～５％の増加
【要件②】給与等支給額の総額：前の事業年度以上
【要件③】平均給与等支給額：前の事業年度を上回る
　　　　　 ※平成 26年 4月1日以降適用予定の緩和後の要件で説明

適用1年目

2%以上増額

3%以上増額

平均給与等支給額
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貸主が出国により「居住者」
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借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）
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源泉所得税を
期限後納付

❸外国の税務当局に対して
まとめて定期的に情報提供

税務署

国税不服審判所

❶

❷

貸主

調査対象者
A

同族関係者A

子
B

原告
（内国法人の代表者）

店舗

敷地

関係会社

被告法人は国税局の指摘に
異議を述べるべきであった。
原告が審査請求などを行うなかで支出した弁護士・税理士費用について損害賠償を請求。

❽

遺言の無効確認訴訟を他の相続人（長女）
から提起されているため、相続人全員の同
意を得ることは不可能。同意がなくてもe
市土地に特例の適用を認めるべき。

❹
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A国の税務当局
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日本人
（日本居住者）
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報告

報告
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A国人
（A国居住者）

B国人
（B国居住者）

日本

国内

国内

海外

海外

日本

A国

A国

B国

B国

C国

A

B

口座保有者の名前、納
税者番号、口座残高、
利子・配当等の年間受
取総額等を報告

❶「非居住者」（個人・法人等）の
口座を居住地国ごとに選別

C国の金融機関

B国の金融機関

甲の口座情報

乙の口座情報
丙の口座情報

日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座

A

B

（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報

執行・守秘

論 点

論 点

論 点

❸手数料の実態は原告へ
の給与であると指摘。

❹③の指摘を
受け源泉所
得税を納付。

❻①の支払手数料
を給与認定した
⑤の課税処分の
取消しを求め審
査請求。

❼ 課税処分を
全部取消し

❺③の給与認定を踏まえ所
得税・加算税の課税処分。

❶業務委託契約に基づく
手数料を支払う。

❷雇用契約に基づ
く給与を支給。

❸ TH対策税制の適用があ
ると判断し、A社（特定外
国子会社等）の課税対象
留保金額に相当する金額
を納税者の雑所得に算入
する内容等の課税処分

・被相続人は「e市土地」
と「f市土地」を所有
（一部共有）

国税局からの指摘内容には相応の合理性があったため、これに対して被告法人が源泉所得税等の
納付に応じる判断をしたことは原告に対する不法行為になるものではない。源泉所得税の納付に
ついて被告法人が異議を述べその結果を是正するべき信義側上の義務が発生する余地はない。

・「e市土地」は請求人が取得
・「f市土地」は申告期限時点
で未分割

 遺言
e市土地の相続分の全部
を請求人に相続させる。
（編集部注）本件遺言にf市土
地に関する言及はない。

裁判所

被告法人

C社（オランダ法人）

国税不服
審判所

（原告）

海外法人 海外不動産

A社（デンマーク法人）

滞納法人

→原告の被告法人に対する賠償請求を棄却（原告敗訴）

①　A社は、C社及びD社（いずれもデンマーク法人）の発行済株式の100%を平成21年12月期の期末時点まで
継続して保有していたこと

②　A社の株式の保有に係る事業以外の事業は、平成20年12月期はD社の商品販売の代理又は仲介（手数料
5,491DKK（約9万円））及びC社への貸付金による収入（利息約22万DKK（約377万円））、平成21年12月期
はC社への貸付金による収入（利息約23万DKK（約389万円））であること

③　A社の収益合計額に占める株式の保有に係る収益合計額の割合は、平成20年12月期は94.5%、平成21年
12月期は88.4%であること

④　A社には2名の使用人が在籍し、平成20年12月期には人件費として約118万DKK（約1,900万円）が支払わ
れていたこと（平成21年12月期には納税者の長女を含む3名が在籍し人件費等として約137万DKK（約
2,200万円）が支払われていたこと）

⑤　当初B社の事務所内にあったA社の本店所在地は、平成20年3月に使用人の自宅所在地に移動し、平成21年
9月に納税者の長女の旧自宅兼D社の所在地へ移動しており、A社の貸借対照表に建物等の資産計上がないこと

裁判所

国税局
税務署

税務当局

税務署

税務署

金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❶設立から解散までA社
株式を100%保有

❷B社（子会社デンマーク法人）株式
を2回にわたりすべて売却

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❹海外株式 ❶海外送金、不動産購入 ❷
国外送金
等調書

❹情報提供

※　国外財産調書制度導入前の現物出資に関する追徴課税であるため、過少加算税等の加重措置の適用はない。

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図2】海外不動産の現物出資による譲渡所得の申告漏れが発覚した調査事例

調査対象者
A

同族関係者A

子
B

国内

国内

海外

海外

海外法人 海外不動産

税務署

税務署

金融機関

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❹海外株式 ❶海外送金、不動産購入 ❷
国外送金
等調書

❹情報提供

※　国外財産調書制度導入前の現物出資に関する追徴課税であるため、過少加算税の加重措置の適用はない。

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

※　中国非居住者企業である原告法人は、中国国内源泉所得である中国法人出資持分譲渡により生じた所得について中国企業所得税の
納付義務があった。また、中国法人（出資持分譲渡対象会社）は、税務当局に対し課税に関する協力義務を負っていた。

税務署

中国税務当局中国法人
（中国子会社）

原告法人台湾法人

香港法人
（台湾法人が間接支配）

中国法人の出資持分を譲渡
（平成22年7月5日）

❼中国企業所得税を申告納付
（平成24年1月13日、18日）

中国企業所得税を請求※

（平成22年12月9日）

❷
❹

❺

❻

❸

譲渡代金の支払い
（平成22年12月2日）

送金
（平成22年12月15日）

平成23年2月期で中国企業所得
税について外国税額控除を適用

平成23年2月末までに中国への
申告納付がされていないことを理
由に外国税額控除の適用を否認

【表】経営力向上計画の主な内容

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

執行・守秘

論 点

1　名称等
2　計画に係る事業の属する事業分野
3　計画の実施時期
▶3年以上5年以内として定めること。

4　現状認識
▶自社の事業概要（自社の事業の内容について、概要を記載すること）
▶自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向（自社の商品・サービスについて、
顧客の数やリピート率、主力取引先企業の推移、市場の規模やシェア、競合他社との比較等について分
析し、自社の強み及び弱みを記載すること）

▶自社の経営状況（自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA有利子
負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に分析し、改善すべき
項目等について記載すること）

5　経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標について
▶「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、当該指標を記載することと
し、定められていない場合は、労働生産性と記載すること。

6　経営力向上の内容
▶「4　現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載すること。

7　経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
▶経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。
▶「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載のこと。

8　経営力向上設備等の種類
▶経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載すること。

B社（子会社デンマーク法人）

100%支配

納税者

（株式譲渡益発生もデンマークでは非課税）TH対策税制の適用除外規定、
書面添付なければ適用できず
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